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第５次稲沢市地域福祉計画・地域福祉活動計画（案） 

意見募集（パブリックコメント）結果について  

 

 

１ 募 集 期 間  令和６年１２月９日（月）～令和７年１月８日（水） 

２ 意見提出者数  １人 

３ 意 見 件 数  １１件 

４ 提出されたご意見の要旨と市の考え方  

  （文意等を損なわない程度にご意見の要旨を加筆修正しています。）  

 

 御 意 見 の 要 旨 市 の 考 え 方 

１ 

P１「共助」「互助」  

「共助」と「互助」の違いが示されてい

ます。認識されていない方が多いと思い

ますので、機会を見つけて周知をお願い

します。 

出前講座、フォーラム、各種研修会・勉

強会等で、周知を行っていきたいと考え

ます。また、計画の周知と併せ、市ホー

ムページなどでも周知を図ってまいり

ます。 

２ 

P１８（５）生活保護受給者世帯の現状  

令和６年度の受給者数、受給者世帯数共

に文書とグラフの数値が異なっていま

すので統一してください。  

 

数値について修正いたします。  

３ 

P２５⑧地域問題の話し合いの場への参

加状況 

「話し合いの場があるのかどうかわか

らない」の割合がほぼ半数を超えて大き

くなっています。「話し合いの場」とい

うものが具体的にどのような場なのか、

理解できていないのではないでしょう

か。設問に事例を入れるなどが必要では

ないでしょうか。  

 

「話し合いの場」は生活支援体制整備事

業における第２層協議体を想定してい

ます。住民の方に分かりやすい説明や事

例を記載したアンケートにするなど、今

後の課題として取り組んでまいります。 

４ 

P２８（２）意見交換会における市民の

意見 「コミュニティの希薄化や担い手

不足」への取り組み  

貴重な意見だと思います。「住民が１人

１役を担う活動」、「グループ LINE の活

用」など参考になりました。  

 

市としても住民の皆様からの貴重なご

意見として捉えております。今後の取り

組みの参考にさせていただきます。  
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５ 

P２９ 第４次計画の目標指標評価  

基本目標２の「台風などの災害時に避難

する際、手助けをお願いできる人がいる

人の割合」は７１．８％から７０．９％

で横ばいとして捉えるのではなく、少な

からず減少したことを重く受け止めて

ください。第５次では目標指標とはなっ

ていませんが、今後も重点的に取り組ん

でください。  

 

ご指摘につきましては、基本目標３「市

の総合的な施策による地域福祉の推進」

の「３－３安全で、安心して生活できる

環境の実現」の「①防犯、防災対策の充

実」において、避難行動要支援者名簿や

自主防災会の取り組みなどにより、引き

続き重点的に取り組んでまいります。  

６ 

P４２ 事業名 

認知症サポーターステップアップ講座

も追加すべき事業だと考えます。  

 

認知症サポーターステップアップ講座

を追加します。（認知症とその発症リス

クを減らす生活習慣等について学び、グ

ループワークを通じ、認知症サポーター

として、認知症とともに生きる地域づく

りのためにできることを考える講座。） 

７ 

P５０ 生活支援体制整備事業協議体の

開催・運営  

本協議体はどのようなメンバーで構成

され、どのような頻度で協議会などが開

催されているのでしょうか。（存在自体

は理解しましたが、具体的な部分で理解

に及んでいません。）  

 

具体的には、第１層協議体は民生委員・

児童委員協議会、老人クラブ連合会、ボ

ランティア・市民活動連絡会、まちづく

り推進協議会などの代表者で構成され

年２回開催しています。第２層協議体は

民生委員、老人クラブ会員、まちづくり

推進協議会員、区長、民間企業ほか地域

に関心のある方々で構成され各地区年

６回程度開催しています。上記内容につ

きましては、追記いたします。 

８ 

P５０ 市との連携強化 

事業名が「市との連携強化」。事業と呼

ぶには抽象的で言葉足らずのように思

います。  

 

「市との連携強化」については、一つの

事業として記載するのではなく、生活支

援体制整備事業の活動内容と併せ、内容

を修正いたします。  

９ 

P５３ 欄外の注書き漏れ  

「★市からの委託事業」が記載漏れとな

っています。  

 

「★市からの委託事業」を、追記いたし

ます。 

１０ 

P５８ 利用者支援事業 

１３箇所の直営、２箇所の委託。具体的

には、どこの施設が対象なのでしょう

か。 

 

１３箇所の直営について、こども家庭セ

ンター（健康推進課・中央子育て支援セ

ンター）、子育て支援センター（長野・

平和）、保育コンシェルジュ（保育課）  

市内８箇所の児童センター・児童館。 

２箇所の委託について、信竜子育て支援

センター、文教おやこ園が対象となりま

す。 
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１１ 

P６１ 基幹相談支援センター  

基幹相談支援センターとは障害者基幹

相談支援センターのことでしょうか。セ

ンターが多いので略せずに記載してく

ださい。  

 

「基幹相談支援センター」は「障害者基

幹相談支援センター」のことですので、

略称にせず正式名称に修正いたします。 

 


